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（
農
林
水
産
委
員
会
）

漁
業
経
営
に
関
す
る
補
償
制
度
の
改
善
の
た
め
の
漁
船
損
害
等
補
償
法
及
び
漁
業
災
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正

す
る
等
の
法
律
案
（
閣
法
第
三
六
号
）
（
先
議
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
漁
業
を
取
り
巻
く
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
て
、
漁
業
経
営
に
関
す
る
補
償
制
度
の
改
善
を
図

ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
の
一
部
改
正

１

漁
船
保
険
組
合
に
つ
い
て
、
区
域
制
限
を
廃
止
し
、
全
国
を
区
域
と
す
る
組
合
の
設
立
を
可
能
と
す
る
と
と
も
に
、
十

分
な
保
険
金
支
払
能
力
を
有
す
る
者
の
み
設
立
認
可
す
る
た
め
の
要
件
を
追
加
す
る
こ
と
と
す
る
。

２

漁
船
保
険
組
合
に
対
す
る
再
保
険
事
業
等
を
行
う
漁
船
保
険
中
央
会
を
廃
止
す
る
こ
と
と
す
る
。

３

普
通
損
害
保
険
、
漁
船
船
主
責
任
保
険
、
漁
船
乗
組
船
主
保
険
及
び
漁
船
積
荷
保
険
に
よ
り
塡
補
す
る
範
囲
に
、
だ

捕
・
抑
留
等
に
よ
る
事
故
に
よ
り
生
じ
た
損
害
を
加
え
、
特
殊
保
険
を
廃
止
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
漁
業
災
害
補
償
法
の
一
部
改
正

１

養
殖
共
済
に
つ
い
て
、
地
域
漁
協
内
の
養
殖
業
者
の
全
員
か
ら
申
込
み
が
あ
っ
た
場
合
に
限
り
共
済
契
約
の
締
結
を
可
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能
と
す
る
全
員
加
入
制
度
を
廃
止
す
る
こ
と
と
す
る
。

２

養
殖
共
済
の
対
象
に
、
内
水
面
に
お
い
て
営
む
養
殖
業
を
追
加
す
る
こ
と
と
す
る
。

３

特
定
養
殖
共
済
に
つ
い
て
、
地
域
漁
協
内
の
漁
業
依
存
度
の
低
い
者
を
除
く
全
員
が
加
入
す
れ
ば
高
率
の
掛
金
補
助
が

可
能
と
な
る
よ
う
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
漁
船
乗
組
員
給
与
保
険
法
の
廃
止

一
の
３
に
よ
り
、
抑
留
中
の
漁
船
乗
組
員
へ
の
給
与
支
払
を
、
漁
船
船
主
責
任
保
険
に
よ
っ
て
塡
補
す
る
範
囲
に
含
め
る

こ
と
と
す
る
た
め
、
漁
船
乗
組
員
給
与
保
険
法
を
廃
止
す
る
こ
と
と
す
る
。

四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と

す
る
。
た
だ
し
、
一
の
１
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
、
二
の
２
に
つ
い
て
は
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲

内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。


